
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年９月２２日 １４時２０分ごろ 

発生場所 北海道木古内
き こ な い

町木古内漁港（釜谷
か ま や

地区） 

 更
さら

木野
き の

四等三角点から真方位１０３°１,３００ｍ付近 

 （概位 北緯４１°４２.４′ 東経１４０°３２.２′） 

事故の概要 引船第十六銀
ぎん

世
せい

丸は、北進中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年１月１０日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第十六銀世丸、１９トン 

２０２－５０６３北海道、矢口港湾建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラに曲損及び欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、工事が完了した現場の確認作業を

終え、木古内漁港（釜谷地区）に向かった。 

 本船は、木古内漁港（釜谷地区）の南防波堤と東防波堤の間を手動

操舵により北進中、‘南防波堤東端付近に設置された海面下の消波ブ

ロック’（以下「本件消波ブロック」という。）に乗り揚げて乗り切っ

た。 

 船長は、木古内漁港（釜谷地区）の入出港の経験があり、本件消波

ブロックの存在を知っていたが、ＧＰＳプロッターを使用して船位を

確認していなかった。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

分析  本船は、木古内漁港（釜谷地区）を北進中、船長が、ＧＰＳプロッ

ターを使用して船位の確認を行っていなかったことから、本件消波ブ

ロックに向かう状態となっていることに気付かず、本件消波ブロック

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、木古内漁港（釜谷地区）を北進中、船長が、Ｇ

ＰＳプロッターを使用して船位の確認を行っていなかったため、本件

消波ブロックに向かう状態となっていることに気付かず、本件消波ブ

ロックに乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・入出港の経験がある港においても、ＧＰＳプロッター等を使用し



 

て船位の確認を行うこと。 
 


